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TATERUが施工するアパート向け当行ローンについて 

 

 株式会社 TATERU（以下「TATERU」といいます）から報道発表がありました TATERU従業員

が、当行に対する融資申込のために、顧客から提供を受けた預金残高データを改ざんし、

当行に提出した件につき当行にて調査を実施しましたが、その結果等につきまして、下記

の通りご報告致します。 

記 

 

TATERUの特別調査委員会の調査結果によれば、TATERUの従業員による資料の改ざんが疑

われる事実があると認定されておりますが、当行の社内調査の結果では、当行行員が融資

審査関連書類の改ざんその他の不適切な取扱いに対し関与したり、不審に思いつつ見逃し

融資手続きを進めたりした事実は確認できませんでした。 

また、当行が融資を実行した TATERUのアパートについては、高い入居率があることを確

認しており、TATERU が施工するアパート向け当行ローンについては現在、延滞はなく、こ

れまでに貸し倒れ実績も発生しておりません。 

当行としては、引き続き行内審査体制の強化に取り組んでまいります。 
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